
●問合せ：甲賀市障害者虐待防止センター（障がい福祉課内）
Tel 平日：６９-２１６１（障がい福祉課）／休日・夜間：６５-０６５０（市役所代表）

キャタレント滋賀株式会社様から

プラスチックコンテナを寄贈

防ごう。障がい者虐待
あなたの通報が虐待の早期発見・早期対応につながります
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●問合せ：林業振興課 全国植樹祭推進室　 Tel ６９-２１９９　 Fax ６３-４５９２

　製薬業として国内、国外などグローバルに展開す

るキャタレント滋賀株式会社様から、プラスチックコ

ンテナ９２９個を寄贈いただきました。

　ひのきが丘に工場を構えるキャタレント滋賀株式

会社様は１年ほど前に事業をスタートされ、順調に成

長されています。寄贈いただいた赤や白、青色など

多くのコンテナは市内の小中学校で学習の場や学

校行事などにおいて大切に活用させていただきます。

　虐待は身近な人（家族等）によって引き起こされることが多
く、障がいのある人自身も虐待を受けている自覚がない場合
や、被害を訴えられない場合があり、発覚しにくい傾向があり
ます。そのため、周囲が虐待に早く気づき、相談・通報するこ
とで、状況が悪化する前に支援を開始することができます。
◆「虐待かな…？」と思ったり、気になることがあれば、

　ためらわず相談してください。

◦相談するときは匿名でも大丈夫です。秘密は厳守します。
◦ 虐待かどうか、はっきりわからなくても相談してください。
　もし、誤報だとしても罰せられることはありません。
◦ 障がい者本人や家族の同意がなくても相談することができます。

◆ 見逃さないで！虐待のサイン

□ □  相手が手を上にあげただけで、頭をかばうような動きをする。

□ □ 体重が不自然に増えたり、減ったりする。

□ □   急におびえたり、こわがったりする。

□ □ ずっと同じ服を着ている。

□  □  髪や爪が伸びすぎていたり、皮膚が不潔である。

□ □   家族が本人の年金等を管理して、生活費やギャンブルに
使っているように思える。

　令和４年１１月２４日、甲賀市は「第７２回全国植樹祭」

の開催を契機として、木育の取組みや地域産材の利

用を促進していくため、東京おもちゃ美術館とウッドス

タート宣言を行いました。

　ウッドスタートとは、東京おもちゃ美術館が提案する

木育の行動プランです。地域の木材を活用した子育

て・子育ち環境を整備するだけでなく、木の良さを知り、

暮らしに木を取り入れるなど、子どもをはじめとする全

ての人たちが、木の温もりを感じながら、楽しく豊かに

暮らすことができるようにしていく取り組みです。

　ウッドスタート宣言調印式の後、森林・林業・木育・子

育て等の関係者による木育円卓会議が行われました。

「誕生祝い品事業」木製玩具募集

　甲賀市では、甲賀市産の木材で作られた「木のおも

ちゃ」を東京おもちゃ美術館監修のもと作成し、令和５

年度以降、市内の子どもたち（令和４年４月以降誕生

の新生児）へ誕生祝い品としてプレゼントする予定で、

現在、木製玩具を募集しています。応募資

格や応募方法など詳しくは市ホーページ

をご覧ください。 市ホームページ

▲

県内市町

では初！

木の温もりを感じ豊かに暮らす

甲賀市ウッドスタート宣言

調印した宣言書を披露する多田館長（右）と岩永市長

▲

木育円卓会議の様子▲

寄贈いただいたキャタレント

滋賀株式会社の役員の皆さん

（右から２番目は西村教育長）

▲

▲甲南第三小学校からのお礼の

　寄せ書きを受け取る Tracey Clare さん

1月１５日～

2月１４日
＊印のある相談は市内在住の方のみが対象です。

相談相談はは無料無料ですので、
お気軽お気軽にお越しください。

掲載している催し等は、12月13日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期している場合があります。

相談内容/問合先 開催日 時間 場所/備考

人権なんでも相談＊   2月  1日(水)

13時30分～
16時

甲賀地域市民センター

差別・いじめ・DV・ハラスメント・インターネット上の誹謗中傷
などについて、人権擁護委員が相談に応じます。 ※申込不要
問 大津地方法務局　甲賀支局総務係
Tel 62-1828　 Fax 62-1748

法務局職員による人権相談もご利用ください。
（相談電話６２-１４８２／平日８時３０分～１７時１５分）

  2月  7日(火) 甲南公民館（忍の里プララ）

  2月  9日(木) 土山地域市民センター

  2月  9日(木) 甲賀市役所3階相談室

  2月10日（金） 信楽開発センター

男女の悩みごと相談＊

毎週月・金曜日 9時～16時
市役所　３階
人権推進課　相談室

家庭や職場等での悩みごとに応じます。電話または面接相談
（面接相談は事前予約が必要）
相談窓口／ Tel 69-2149　
問 申 人権推進課  人権政策係  Tel 69-2148  Fax 63-4554

結婚相談（婚活支援）   1月21日（土）
13時～16時

まちづくり活動センター
「まるーむ」

結婚支援員が婚活のお手伝いをします。※申込不要
持ち物／顔・全身が写った写真１枚
問 政策推進課　 Tel 69-2105　 Fax 63-4554

  2月  4日（土）

生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊
毎週月～金曜日
（祝日を除く）

8時30分～
17時15分

市役所　１階
生活支援課　生活支援窓口

生活の不安や仕事などの心配に関する相談に応じます。
※申込不要　対応者／相談支援員、就労支援員
問 生活支援課 　生活支援係　 Tel 69-2158　 Fax 63-4085

就職氷河期世代就職相談
毎週　火曜日
相談予約時間

10時、11時、13時
14時、15時

10時～16時
市役所　４階
商工労政課

就職氷河期世代（３５歳～５４歳）の方の活躍を応援します！
就職氷河期世代の方の就職相談窓口です。非正規雇用から正
規雇用への転換を考えておられる方への就活支援を行います。
※予約制です。　対応者／就職氷河期世代支援員
問 商工労政課　商工労政係　 Tel ６９-２１８８　 Fax ６３-４０８７

行政相談   1月18日(水)

13時30分～
15時30分

信楽開発センター

医療保険・年金・雇用・道路のことなどへの相談・意見などを受
け付けます。
※申込不要
対応者/行政相談委員（総務省委嘱）
問 滋賀行政監視行政相談センター　 Tel 077-523-1100

  1月20日(金) 甲南情報交流センター（忍の里プララ）

  2月  6日(月) 甲賀市役所1階 相談室（１−５）

  2月  6日(月) 土山地域市民センター

  2月  9日(木) かふか生涯学習館

消費生活相談
毎週月～金曜日
（祝日除く）

９時～17時
市役所　１階
消費生活センター

消費生活における契約や商品などに関する相談に応じます。
対応者／消費生活相談員
問 消費生活センター  Tel 69-2147／消費者ホットライン：局番なしの１

いやや

８８

年金相談
  1月12日（木）

※隔月開催
10時～15時

市役所　２階
会議室（202）

相談員／草津年金事務所職員　※要予約・先着順
問 申 草津年金事務所　 Tel 077-567-1311（予約専用）
Fax 077-562-9638（予約専用）

税務相談

  2月  8日(水)
13時30分～
16時30分

（受付16時まで）
水口納税協会 ３階 会議室税理士が、税務相談に応じます。

定員／先着６人（１人３０分）※要予約
問 申 公益社団法人水口納税協会　 Tel 62-1151　 Fax 63-0173

学齢期相談

毎週月・水・金曜日
（祝日除く）

8時30分～
17時15分

市役所　2階
子育て政策課

コンシェルジュお問い
合わせフォームからの
相談も可能です。

学齢期（小学生～高校生頃）のお子さん、保護者、ご家族の相
談窓口です。学校のこと、生活のこと、子育てのこと、一緒に考
えましょう。　対応者／学齢期相談員
問 子育て政策課　子育て政策係　 Tel 69-2176　 Fax 69-2298

育ちと学びの相談＊

園や学校、市役所など
発達やこころの悩みなどの相談　※電話・FAXで相談の予約をしてください
対象/おおむね４歳以上の幼児、小・中・高校生～青年期の方（２５歳ごろまで）
※おおむね４歳までのお子さんの相談はすこやか支援課（☎69-2169）にお問い合わせください。
問 申 発達支援課　 Tel 69-2178　 Fax 69-2298（受付時間 9時～17時）

青少年悩みごと相談＊

不登校、いじめ、非行、不良行為、交友関係、就労・就学などの相談　  ※月曜日～
金曜日（祝日・年末年始を除く）の9時～16時、電話・Eメールでも相談に応じます。

問 少年センター（水口中央公民館２階）
Tel 62-6010　 Fax 63-3977
E-mail k-syonen@city.koka.lg.jp

相相 談談 ココ ナナーー ーー
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